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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　鉛直方向に開口する供給口を有する導入空間と、平面方向に伸長する流路を有する平板
状に構成される流体デバイスであって、
　前記供給口の開口の方向と、流路の伸長する方向が９０度異なる構成となっており、
　前記流路の端部と前記導入空間との連結部分が急激な断面積の差を有し、前記流路は自
体が保持する容積は小さく、前記連結部で形成された界面は前記流路が有する毛管力によ
り流路側に移動しやすい構成であり、
　前記流路の端部と前記導入空間とに両端で連結し、且つ表面張力により該流路断面より
も大きな気液界面を形成可能なように前記流路の上面よりも高い上面を有する連結空間を
有しており、
　前記導入空間内の液体が前記連結空間の前記上面よりも高い位置に液面を有するとき、
前記気液界面の方向は鉛直方向であり、
　前記導入空間内の液体が減少して前記下面が露出したとき、前記液体の表面張力により
、前記導入空間の周辺下部にはりつくように前記液体が移動するとともに、前記連結空間
の上面と下面との間で界面の方向が鉛直方向と交差する方向の前記気液界面が形成される
ことを特徴とする流路デバイス。
【請求項２】
　前流路の伸長する方向と、前記連結空間が形成する気液界面の方向が、一致している請
求項１に記載の流路デバイス。
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【請求項３】
　前記連結空間が、前記導入空間の底部を囲むように配置された円環状の連結空間である
請求項１に記載の流路デバイス。
【請求項４】
　請求項１から３に記載の流路デバイスにおける液体搬送方法であって、
　前記導入空間内の液体が前記連結空間の前記上面よりも高い位置に液面を有するように
、液体を供給する第一供給工程と、
　前記流路に液体を引き込み、前記連結空間に、液体の表面張力によって鉛直方向と交差
する方向の面を有する気液界面を形成させる工程と、
　前記気液界面が形成された状態で、前記連結空間に液体をさらに供給する第二供給工程
と、を有する
ことを特徴とする液体搬送方法。
【請求項５】
　前記流路中に正または負の圧力を発生させて液体を移動させる請求項４に記載の液体搬
送方法。
【請求項６】
　前記導入空間の底面が露出したことを検出し、前記流路中に発生させた圧力を停止する
請求項５に記載の液体搬送方法。
【請求項７】
　前記第二供給工程は、第一供給工程で供給する液体とは異なる液体である請求項４から
６のいずれかに記載の液体搬送方法。
【請求項８】
　請求項１から３に記載の流路デバイスの流路中に正または負の圧力を発生させる圧力手
段と、
　該流路デバイスの前記導入空間の底面が露出したことを検出する液検出手段と、
を有する液体搬送装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、検体、試薬などの流体を搬送する流路デバイスに関する。本発明の流路デバ
イスは、遺伝子検査やタンパク質検査などの医療検査に用いられる医療検査素子として有
用なものである。
【背景技術】
【０００２】
　化学反応を主たる分析機序として用いる医療検査素子の開発が行われている。従来の検
体検査には、化学分析や試薬調合、化学合成、反応検出のために、ｍｌ（ミリリットル）
からμｌ（マイクロリットル）レベルの試薬が必要とされていた。このような試験管レベ
ルでの検査に対して、リソプロセス技術や厚膜プロセス技術を応用して微細な反応場を形
成することで、ｎｌレベルでの検査が可能となってきている。μ－ＴＡＳ（Ｍｉｃｒｏ　
Ｔｏｔａｌ　Ａｎａｌｙｓｉｓ　ｓｙｓｔｅｍ）技術とは、このような微細な反応場を利
用して、医療検査・診断に用いられる、遺伝子検査、染色体検査、細胞検査などの領域や
、バイオ技術、環境中の微量な物質検査、農作物等の飼育環境の調査、農作物の遺伝子検
査などに応用する技術である。これまでの検査は、主として検査技師の手技により試薬を
扱っていたが、工程は複雑であり、機器の熟練操作が必要とされていた。μ－ＴＡＳ技術
は、自動化、高速化、高精度化、低コスト、迅速性、環境インパクトの低減など、大きな
効果を得られる手段として注目されている。
【０００３】
　このような高度な医療検査システムが一般的に用いられるようになると、その医療検査
システムで利用するための医療検査素子へ、微量な試薬を導入することが必要となる。
【０００４】
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　上記のような医療検査素子に限らず微細構造を持つデバイスには、構造中で試薬をハン
ドリングするための微細な流路が載置されているが、これまでの検査で用いられる試薬量
とは、オーダーが異なる。このために、そのような流路に対して試薬を導入することは非
常に困難であった。
【０００５】
　特許文献１に記載されるように、平板状に構成される流体デバイスは、鉛直方向に開口
する供給口を有する導入空間と、平面方向に伸長する微細な流路を有している。平面性を
活用して流路を構成しつつ、ピペットなどによる導入の容易性と、導入された液体の保持
を容易にするために、開口の方向と、流路の伸長する方向が９０度異なる構成となってい
る。そして、ピペット等の液体供給手段からの液体を受容し、保持するためには、流路よ
りも大きな導入空間が必要となる。このため、流路端部と導入空間との連結部分が急激な
断面積の差を有してしまう。
【０００６】
　この部分は、特に液体の追加や、交換時において気泡が発生しやすく、これが流路デバ
イスにおいて様々な問題を生じさせていた。
【０００７】
　特に、液体の混合時に小泡（小さい気体の泡）が発生しやすく、これを巻き込んで流路
内に流路内に導入してしまう現象、すなわち泡を噛む可能性が高かった。
【０００８】
　流路中に泡をかんだまま流路に流してしまうと、例えば加熱をする系では、泡が膨張し
流路を詰まらせてしまう場合がある。また、流体と気体の弾性の違いにより、圧力印加に
際して意図するような液送ができなくなってしまう。
【０００９】
　上記の課題は、試薬の追加、または試薬を切り替える際には大きな問題となる。特に、
微細な流路中で反応を行うためには、試薬を混合し、または試薬を分離するといった複雑
な操作を行うことが求められる。このためには、異なった試薬を順次流路中に導入するこ
とが必要となる。この時、導入部に先の試薬が残っていると、次の試薬と混濁し、検査試
薬のコンタミネーションが起きる。この影響を排除するために、先の試薬の残留量を少な
くしつつ、次の試薬を十分量を導入することが考えられるが、この場合上述した泡をかむ
という現象が最も発生しやすくなる。流路自体が保持する容積は小さく、流路内に形成さ
れる界面は移動しやすいため、連結部で形成された界面はわずかな影響で流路側に移動し
やすい。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１０】
【特許文献１】特開２０１０－６５５８４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　本発明の課題は、液体の導入が容易であり、且つ導入した際に流路内に気泡を巻き込ん
でしまうことを避けられる、流路デバイスを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　上記課題を解決するために、本発明に係る流路デバイスは鉛直方向に開口する供給口を
有する導入空間と、平面方向に伸長する流路を有する平板状に構成される流体デバイスで
あって、前記供給口の開口の方向と、流路の伸長する方向が９０度異なる構成となってお
り、
　前記流路の端部と前記導入空間との連結部分が急激な断面積の差を有し、前記流路は自
体が保持する容積は小さく、前記連結部で形成された界面は前記流路が有する毛管力によ
り流路側に移動しやすい構成であり、前記流路の端部と前記導入空間とに両端で連結し、
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且つ表面張力により該流路断面よりも大きな気液界面を形成可能なように前記流路の上面
よりも高い上面を有する連結空間を有しており、前記導入空間内の液体が前記連結空間の
前記上面よりも高い位置に液面を有するとき、前記気液界面の方向は鉛直方向であり、前
記導入空間内の液体が減少して前記下面が露出したとき、前記液体の表面張力により、前
記導入空間の周辺下部にはりつくように前記液体が移動するとともに、前記連結空間の上
面と下面との間で界面の方向が鉛直方向と交差する方向の前記気液界面が形成されること
を特徴とする。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明によれば、導入空間と流路とを連結する連結空間において、鉛直方向と異なる方
向に界面を形成可能な構成としたことで、製造が容易且つ液体導入時に流路内に気泡を巻
き込んでしまう可能性を低下させることのできる流路デバイスを提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本発明の流路デバイスを示す断面図（ａ）であり、（ｂ）は液体が流路および連
結空間に保持された状態を示す。
【図２】本発明の作用を示す図である。
【図３】第１の実施形態に係る流路デバイスの側断面図（ａ）および上面図（ｂ）である
。
【図４】第１の実施形態に係る流路デバイスにおいて、第一の液体が導入されたときの側
断面図（ａ）および上面図（ｂ）である。
【図５】第２の他の実施形態に係る流路デバイスの側断面図（ａ）および上面図（ｂ）で
ある。
【図６】本発明の連結空間の他の形態を示す図である。
【図７】本発明に係る液体搬送装置の構成を示す図である。
【図８】本発明に係る液体搬送方法のフローチャート図である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　以下に、本発明を図面を用いて詳細に説明する。
本発明は、図１（ａ）に示すように、鉛直方向と交差する方向に流体を流すための流路４
と、上面に開口する供給口１を有し、前記流路の端部と連通する導入空間２と、流路の端
部と導入空間とを連結する連結空間３と、を有する。
【００１６】
　連結空間３は、図１（ｂ）のように液体が流路に存在すると、表面張力により流路断面
よりも大きな気液界面を形成可能であり、気液界面の方向が鉛直方向と交差する方向であ
るように構成されている。ここで、図１（ｂ）の８は、気液界面（メニスカス）を模式的
に図示している。
【００１７】
　気液界面（メニスカス）は、液体の表面張力により形成される曲面である。本発明にお
いては、図１（ｂ）に示すように、気液界面の面を、気体、液体、壁面の３者の境界を全
て含む面とし、この面の垂線方向を気液界面の方向とする。
【００１８】
　連結空間での気液界面は、導入空間に液体が充填されていないときに生じる。すなわち
、連結空間は、液体の表面張力によって界面を形成し、液体を保持しやすい構造となって
いる。
【００１９】
　これにより、試薬の切り替えの際には、連結空間に残留する微量な試薬と、導入空間に
導入される対象試薬との混合とすることができる。さらには、流路の断面よりも大きい気
液界面と、導入される液体とを混合させることができるので、泡をかむことが実質的にな
くなる。すなわち、泡をかませることなく、効率的に試薬の切り替えを行うことができる
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液体搬送を実現できる。
【００２０】
　この作用について、図２を用いて詳細に説明する。図２において、（ｉ）が連結空間の
ない従来の流路デバイスを示しており、（ｉｉ）が本発明の連結空間がある場合の液体導
入について示している。（ｉ）に示すように、導入空間と流路が直接連結している場合、
導入空間に液体が存在しなくなった場合、流路の端部に気液界面が形成される（ａ）。こ
の状態で、例えば流路の中心部で液体が冷却されるなどによって液体の収縮が生じると、
流路側へ界面が移動する（ｂ）。界面が移動した状態で、追加や交換の液体を導入空間に
導入すると、流路の端部の気体を巻き込み、この連結部分で気泡を発生する可能性が非常
に高くなる（ｃ）。すなわち、この状態のまま流路の奥に液体が流れると、泡を噛んだま
ま液体が流れるという現象が発生してしまう。
【００２１】
　これに対して本発明は、（ｉｉ）のように連結空間を設けることにより、導入空間に液
体が存在しなくなった場合にも、３の連結空間に液体を保持し、流路断面よりも大きな気
液界面を形成する（ａ）。この連結空間は、液体移動の緩衝作用を有しており、流路内の
液体移動に比べて界面の移動をわずかにする作用を持っている（ｂ）。すなわち、流路断
面をｄとして、流路内での界面の移動距離をｍとした場合、すなわちｄ×ｍの容積分の液
体の移動があった場合、連結空間の断面積をｓとすると、移動距離Ｒは、（ｄ×ｍ）÷ｓ
となり、移動距離はｍよりも小さなものとなる。
【００２２】
　この状態で追加や交換の液体を導入空間に導入された場合、流路端部よりも閉塞性の低
い連結空間において、より大きな気液界面と接触できるので、（ｉ）の（ｃ）に比べ泡を
噛みにくくなる。
【００２３】
　また、上記構成は構造的に、屈曲させる流路などを設ける必要がないため製造プロセス
を容易とする。
【００２４】
　鉛直方向と交差する方向に気液界面を形成するためには、気液界面が形成される壁面に
おいて、気体、液体、壁面との３つの界面同士の張力が釣り合うように構成する必要があ
る。３者が釣り合う条件は、壁面の撥水性、連結空間の断面の大きさ、連結空間の壁面の
傾斜角度、などによって適宜調整することができる。壁面の撥水性が高いほど、連結空間
の断面が小さいほど、形成される表面張力は大きくなるので、界面が形成されやすくなる
。
【００２５】
　図１に示すように、本発明においては、流路の伸長する方向と、連結空間が形成する気
液界面の方向が、一致していると良い。これにより流路端部に複雑な構造を作成する必要
がなくなるからである。
【００２６】
　また、流路デバイスは、平板形状であり、流路は、平板の平面方向に伸びていると、製
造プロセスが簡略になり好ましい。
【００２７】
　上面に開口する供給口は、鉛直方向に開口していると液体の導入が容易であるが、これ
に限らない。
【００２８】
　また、導入空間、連結空間、流路の底面を揃えること、さらには同一の平面基板として
構成することにより、簡便な製造プロセスを適用可能であり、好ましい。
【００２９】
　また、導入空間が、円柱状形状の導入孔であり、導入孔の底部で連結空間と連結してお
り、底部の寸法が導入孔よりも大きいことで円環状の連結空間を形成すると、構成が簡便
であり好ましい。
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【００３０】
　また、本発明に係る液体搬送方法は、流体を流すための流路と、供給口を有し、流路に
連通する導入空間と、を有するデバイスにおける液体搬送方法であって、流路と導入空間
との間に設けた連結空間に、液体の表面張力によって界面を形成させることを特徴とする
。
流路中に圧力を発生させて液体を移動させる方式が好ましい。
【００３１】
　また、導入空間の底面が露出したことを検出し、流路中に発生させた圧力を停止すると
よい。
【００３２】
　また、本発明の流路デバイスを使用する液体搬送装置としては、流路デバイスの流路中
に圧力を発生させる手段と、流路デバイスの前記導入空間の底面が露出したことを検出す
る手段と、を有すると良い。底面が露出したことを検出する手段としては、光照射による
液体検出手段や、底面の電気抵抗を検出する手段などにより、液体の存在有無を検出する
手段が挙げられる。
【００３３】
　本発明の流体デバイスは、医療検査素子に好適に用いられる。ここで医療検査素子とは
、μ－ＴＡＳに代表されるが、例えばＤＮＡチップ、Ｌａｂ　ｏｎ　ａ　Ｃｈｉｐ、マイ
クロアレイ、プロテインチップなど、医療検査・診断などに使用されるものを総称して使
用する。遺伝子検査、染色体検査、細胞検査などの領域や、バイオ技術、環境中の微量な
物質検査、農作物等の飼育環境の調査、農作物の遺伝子検査などにも適用できるものであ
る。本発明に係る流体デバイスは、流路を含む微細構造が基板上に形成されているものが
好ましい。
以下に、実施形態を用いて本発明を詳細に説明する。
【００３４】
　（第１の実施形態）
　本発明の第１の実施形態を説明する。
図３に、本実施形態の流路デバイスを示す。図３（ａ）は流路デバイスの側断面図であり
、（ｂ）は上面図である。流路を形成する基材７としては、ガラス材料やプラスチック材
料の平板状の部材を用いている。流路デバイスとしては、一体成型されたものであっても
よいし、流路の溝を形成した２枚以上の基板を貼り合わせて構成してもよい。
【００３５】
　本発明の流路デバイスは、基板７に、流体を流すための流路４が形成されている。流路
４は、液体、気体、あるいはゲル状物質などの半固体を流すための空間が形成されている
。流路の中央部６は、反応領域として使用され、ＰＣＲを行うためのヒーターなどの加熱
部や、光照射または検出するための透光部、などの反応、検出手段を配置して構成されて
いる。
【００３６】
　流路４の一端には、鉛直方向に開口する供給口１を有する導入空間２と排出孔５が接続
されており、他端には排出孔５が接続されている。排出孔５からポンプやシリンジ（いず
れも不図示）を使用して流路中に負圧を発生させ、導入空間２に注入した試薬および検体
を吸引できる構成となっている。
【００３７】
　導入孔としての導入空間２に、流路を満たすに充分な第一の液体を注入し、排出孔５か
ら、第一の液体を吸引する。流路が、第一の液体で充填された後、引き続き排出孔５から
第一の液体の吸引を続ける。
【００３８】
　導入空間２の底部には、導入孔の内径よりもわずかに大きな内径を持つような段形状の
、連結空間３が導入底部帯として形成されている。
導入空間２に収容される第一の液体の容量が少なくなると、図４に示すように試薬の表面
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張力により、導入空間の周辺下部にはりつくように第一の液体が周辺部に移動する。同時
に、連結空間３には、表面張力を利用して、鉛直方向と交差する方向に張った気液界面が
形成される。
【００３９】
　導入空間２の底面が露出するほどに第一の液体の量が少なくなっても、試薬導入孔の下
部の周囲には、連結空間３の作用により、第一の液体が保持され残っている。
【００４０】
　微細な流路が有する毛管力によって、残った液体は流路に引き寄せられる。しかし、連
結空間に保持された第一の液体には、表面張力が作用し、流路内の液体と連続した状態で
、連結空間３に安定して保持される。
【００４１】
　連結空間３の第一の液体の残量は導入空間２よりも少量であるために、導入空間２の底
面が露出した状態で、ここに第二の液体を注入すると、連結空間３の第一の液体の微小な
残量と、第二の液体とが混合する。
【００４２】
　注入された第二の液体は、導入空間２の第一の液体と、表面張力の働きで一体化する。
大きな気液界面であるため、液体同士の接触確率は高く、泡などが発生しても、第二の液
体を介して、導入空間２の上部から供給口に向かって泡が移動し、脱気される。
【００４３】
　第二の液体を導入した後に、再び流路中に負圧を発生させ、試薬を吸引する。このよう
な手順により、第一の液体と、第二の液体とを切り替えることが可能になる。
【００４４】
　第二の液体が投入された時に、導入空間２に残っている第一の液体の量は、連結空間３
に残ったものだけであり、導入空間２との体積比により、混濁の割合をコントロールでき
る。また、連結空間３、すなわち導入空間２の周辺部に形成された微小な溝構造により、
表面張力を利用して第一の液体が残留するために、流路の中には、泡が入ることがなく、
第二の液体へ送液を切り替えることができる。
【００４５】
　本実施形態は、流路の中に試薬を導入し、中央部６の試薬を連続的に加熱することで、
試薬中の蛍光量が変化するという反応を利用した医療検査に好適に利用できる。試薬を連
続的に加熱する手段としては、試薬の導入された流路に、保護膜を介して発熱するヒータ
ー金属を直接的に接することで、迅速で安定した加熱が可能になる。同時に、発熱するヒ
ーターに白金を用いて、その抵抗値を測定することで、物理常数から発熱体の温度を検出
する。これにより、測定した蛍光量は、試薬の温度が何度の時に発光したものかを知るこ
とができる。このような医療検査素子に、次々と異なる試薬を導入することで、異なった
検査を行うことが可能になる。
【００４６】
　本実施形態で記述する本旨は、流路開口端部に、第一の液体が微小に残量することで、
泡をかむことがなく、試薬導入孔に充填された試薬のほぼ全量を流路に引き込むことが可
能となる。同時に、流路開口端部の第一の液体の残量が、試薬導入孔に充填された第二の
液体に比べて充分に小さいことで、第一の液体と第二の液体との混濁の割合を低下させる
ことができ、試薬の混濁量をコントロールすることができる。ある一定値以下の混濁量で
あれば、第二の液体の反応に影響がないことが予めわかっていれば、その混濁量以下にな
るように、導入底部帯の容積及び流路開口端部の容積を設計することが可能となり、所望
の混濁量以下での第一の液体と第二の液体との切り替えが可能となる。
【００４７】
　本形態における第一の液体、および第二の液体は、試薬や検体、あるいは緩衝液のよう
な反応に使用しないものであってもよく、同じ液体であっても、または互いに異なる液体
であっても良い。
【００４８】



(8) JP 5901121 B2 2016.4.6

10

20

30

40

50

　（第２の実施形態）
　本発明の第２の実施形態を説明する。第１の実施形態では、図３に示すように、導入空
間２の底面を同心円状に広げることで連結空間３を形成し、この作用により、微小な空間
が形成されることで、微量な試薬を保持することが可能となった。
【００４９】
　本実施形態では、連結空間３を同心円状にせず、流路の開口端部のみに存在させた構成
である。本実施形態では、泡をかませることなく、次の試薬へ切り替えるという目的を達
成することが可能であり、かつ、第一の液体の混濁の割合をより小さくすることが可能と
なる。
【００５０】
　この目的の為に、図５に示すように、試薬導入孔の内径と、導入底部帯の内径とが、同
心円状ではなく、中心が偏心して底部帯を形成する。この時には、全周状の底部帯よりも
、溝構造を形成する底部帯の体積は小さくなるために、第一の液体がより少量となり、混
濁の割合を小さくすることが可能となる。
【００５１】
　（第３の実施形態）
　本実施形態では、医療検査素子として用いた場合の、好適な実施の形態について、説明
する。
第１の実施形態と同様に、本実施形態でも図３に示す流路デバイスを用い、流路４の中に
試薬を導入する。
【００５２】
　中央部６において、流路中の試薬を連続的に加熱することで、試薬中の蛍光量が変化す
るという反応を利用する。
【００５３】
　まず、実施形態１と同様に、排出孔５からポンプやシリンジ（不図示）を使用して流路
中に負圧を発生させ、圧力を制御しながら導入空間２に注入した試薬および検体を中央部
６に移動させる。
【００５４】
　この際、染料や蛍光色素を導入して、試薬を可視化し、流路中の試薬の状態をモニタし
ながら圧力を制御しても良い。この結果、所望の量の試薬を吸引して、試薬を所望の位置
に引き込む。
【００５５】
　次に、中央部６に設けられたヒーターによって、試薬を加熱または冷却し、反応を生じ
させる。
加熱または冷却を用いた反応としては、ＰＣＲ反応や熱融解反応、またはハイブリダイゼ
ーション反応、酵素反応などが挙げられる。
そして、反応の結果を、検出手段によって、検出する。
【００５６】
　検出は、光または電気的な検出を行う検出手段を設け、反応を検出する。光検出の場合
は、蛍光検出や化学発光検出が採用でき、インターカレータ試薬などの反応の結果蛍光輝
度が変化する試薬を用いることができる。
【００５７】
　第一の液体および第二の液体を順次流路に投入することで、流路内で異なる位置に複数
の試薬が配置される。これらの位置関係をモニターしながら流路内を流すことで、複数の
試薬の反応を同時に観察することができる。
【００５８】
　試薬の状態をモニタでき、またモニタされた試薬の振る舞いに対して、ポンプの制御を
フィードバックする構成が好ましい。これにより、希望する試薬の量や位置を得ることで
きる。
【００５９】
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　本発明の流路デバイスを用いることで、試薬を導入する際に、試薬の混濁がなく、かつ
、微細な流路中に泡をかませることなく、試薬を導入することができるので、上記の検出
反応に好適に利用することができる。
【００６０】
　（その他の実施形態）
　実施形態１や実施形態２では、導入空間２が円状の例を示したが、導入空間２は必ずし
も円状である必要はない。また、連結空間３も円状である必要はない。さらには、連結空
間を形成するためには、導入孔と形状が合っている必要もない。
【００６１】
　上記実施形態は、鉛直方向に開口する供給口を有しているが、導入空間の上面に開口が
存在していれば、鉛直方向でなくてもよい。すなわち、水平面に対して斜めに傾斜した面
に開口した供給口であっても良い。
【００６２】
　また、連結空間が形成する気液界面の方向が鉛直方向と交差する方向であるように構成
していれば良く、必ずしも水平方向である必要はない。水平面にＮ度の傾きを有する、傾
斜した液面を形成するように構成してもよい。傾斜Ｎ度は、例えば３０度から９０度（水
平方向）の範囲で適宜設定すれば良い。
【００６３】
　また、図６（ａ）～（ｃ）に示すように、連結空間３は、連結する方向に対して断面形
状が変化する構成でもよい。いわゆるテーパ形状であって、図６（ａ）は、直線状に傾き
を有しており、（ｂ）は下に凸状、および（ｃ）は上に凸状の曲線状に変化するものであ
る。これらは、発生した気泡が開口側に上昇するように、導入空間側の壁面が高くなるよ
うに設定されていると、より気泡の残留を回避することができるようになる。
【００６４】
　（流体デバイスを用いる装置構成）
　以下に、上記実施形態の流路デバイスを用いる装置と、液体の搬送方法の詳細を説明す
る。
図７は、本発明に係る液体搬送装置の構成を示す図である。
液体搬送装置１４は、流路デバイスの流路中に正または負の圧力を発生させる圧力手段１
２と、流路デバイスの導入空間の底面が露出したことを検出する液検出手段１３と、を有
する。圧力手段１２は、シリンジポンプなどのポンプ手段であり、流路デバイス１２の排
出孔に接続して流路中に圧力を発生させる。液検出手段としては、底面の反射を検出する
光学手段あるいは抵抗体などの電気的手段により、液体の存在有無を検出する手段が利用
できる。
また、９はピペットなどの液体導入手段であり、１５は、流体デバイスを示す。
【００６５】
　１０と１１は、反応検出手段であり、レーザーなどの光照射手段１０と、ＣＣＤなどの
光検出手段１１である。１５を載置する載置部（不図示）や、流路デバイスに設けられた
ヒーター部材などに電気的に接続する電源１６などが設けられている。また、これらを制
御する制御部（コンピュータ）を装置内に備えても良い。
【００６６】
　図８は、上記装置を用いた液体搬送方法のフローチャート図である。
まず、流体を流すための流路と、供給口を有し、前記流路に連通する導入空間と、を有す
るデバイス１５を用意する。
次に、流路デバイスを装置１４の載置部にセットする。次に流路デバイスの導入空間に液
体導入手段９により第一の液体を導入する。
【００６７】
　その後、圧力発生手段により流路中に圧力差を印加し、導入空間に保持された第一の液
体が連結空間を介して流路に導入する。
導入空間に保持された第一の液体を流路に導入し続けた結果、導入空間に実質的に残液が
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なくなった時、連結空間に、第一の液体の表面張力によって鉛直方向と交差する方向の面
を有する気液界面が形成される。さらに流路への導入を続けると、連結空間内に第一の液
体が存在しなくなり、気液界面が消滅する。
【００６８】
　しかし、液検出手段１３によって導入空間の底面が露出したことを検出し、流路中に発
生させた圧力を停止することで、気液界面が消滅する前に、すなわち連結空間において気
液界面が存在する状態を検出することが可能となる。
液体の交換、追加など導入空間に第二の液体を導入する場合は、連結空間において気液界
面が存在する状態で第二の液体を導入空間に導入する。
【００６９】
　続いて、再び圧力発生手段により流路中に圧力差を印加し、導入空間に保持された第二
の液体を流路に導入する。
電源１６より流路デバイスのヒーター部材に電力を供給し、導入された流路内の液体の温
度制御を行う。温度制御には、例えば、ＰＣＲのための温度サイクル印加や、熱融解測定
のための昇温などを含む。
【００７０】
　温度制御とともにあるいはその後に、流路内の反応を反応検出手段によって検出を行う
。検出の結果、反応の有無または量を判定し、流路内での反応を分析することができる。
【符号の説明】
【００７１】
　１　供給口
　２　導入空間
　３　連結空間
　４　流路
　５　排出孔
　６　中央部
　７　基材
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